健 康 づ く り 課
総　務　・　歯　科　・　栄　養　グ　ル　ー　プ

室の総務・人事・庶務全般のほか、第3次大阪府歯科口腔保健計画に基づき、歯と口の健康づくりにかかる取組みを実施した。また、第4次大阪府食育推進計画に基づき、「野菜バリバリ朝食モリモリ！みんなでつなぐ大阪の食」を合言葉に食に関する府民の健康づくりを推進した。

1　口腔衛生対策事業
予　算　額　　１，８４５千円
決　算　額　　１，４４５千円

口腔衛生対策として、市町村等が実施する歯科保健事業の充実と一般府民に対する啓発普及を目的とした事業を実施した。

(1) 啓発普及事業
①　よい歯のコンクール　
令和５年度中に３歳児歯科健康診査を受診した幼児とその親を対象とし、親と子がそろってよい歯の保持者である者を選抜表彰し、母子歯科保健の普及・向上を図り、併せて一般府民の歯科保健の普及・向上を図ることを目的として、大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・枚方市・吹田市・（一社）大阪府歯科医師会と共催で実施するもの。

②　生涯歯科保健推進事業
生涯を通じた歯科保健の充実のため、地域歯科保健活動の要となる歯科医師が中心となり、府民の口腔保健の維持向上に努めるなど、活動の改善、充実を図る事業を実施した。


2　大阪府歯科口腔保健計画推進事業
予　算　額　　５，８４８千円
決　算　額　　５，１９９千円

「大阪府歯科口腔保健計画」の推進にあたり、健康づくり課内に口腔保健支援センターを設置し、府内の歯科口腔保健に関する実態調査を実施するとともに、歯科口腔保健対策が効果的に実施されるよう市町村健康づくり担当者等を対象とした研修会等を実施した。


3　障がい児（者）歯科診療事業
　　予　算　額　４５，４８４千円
決　算　額　４４，８９６千円

(1) 障がい児（者）歯科診療事業の委託
障がい児（者）の歯科診療を大阪市と共同で（一社）大阪府歯科医師会に委託した。

　　　　　　診療日数　　　１４４日（年間延べ）
　　　　　　診療延人数　　　３，００４人

(2) 障がい児（者）歯科診療施設の補助
障がい児（者）の歯科診療を行う府内の医療機関等に対し、人件費補助を行った。
○根拠法令等
大阪府障がい児者歯科診療施設補助金交付要綱

　　　　　  実施施設　　８施設
　　　　　  診療日数　　１，２８５日（年間延べ）


4　８０２０運動推進特別事業
予　算　額　　２，０４７千円
　　　　　決　算　額　　２，０２０千円

８０２０（８０歳で２０本以上自分の歯を保つ）を達成できるよう、地域の保健医療関係者を８０２
０推進アンバサダーとして養成し、各職種の既存の取組みと連携した歯科保健の啓発を促進するため、
「８０２０推進アンバサダー養成事業」を（一社）大阪府歯科医師会に委託し実施した。


5　歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業
予　算　額　　２，１３７千円
決　算　額　　２，１３７千円

要介護高齢者の歯科疾患予防、口腔機能の維持・向上を図るため、介護保険施設等職員を対象とした、施設における口腔衛生管理体制の強化、地域の歯科医療機関との連携推進を目的とした研修会を、大阪口腔衛生協会に委託し実施した。


6　夜間緊急歯科診療体制確保事業
予　算　額　　１６，０００千円
決　算　額　　１６，０００千円

夜間緊急時における歯科診療体制の確保を図るため、「夜間緊急歯科診療体制確保事業」を行う（一社）大阪府歯科医師会に対して補助を行った。

　　　　　　診療日数　　  ３６５日（年間延べ）
　　　　　　患者数　　  ３，０３１人（年間延べ）


7　歯科医療安全管理体制推進事業
予　算　額　　９６１千円
決　算　額　　５６８千円

安全で安心な歯科医療提供体制を整備するため、歯科診療所における医療安全管理に関する手引きの作成、歯科医療安全に関する啓発を（一社）大阪府歯科医師会に委託して実施した。


8　災害時歯科保健医療提供体制推進事業
予　算　額　　６，９３８千円
決　算　額　　１，８９０千円

災害時における歯科保健医療提供体制の確保を図るため、大阪府の災害時歯科保健医療提供体制にかかる懇話会の設置、通信手段の整備を行った。


9　歯科医療提供体制施設整備事業
予　算　額　　９６３千円
決　算　額　　１１５千円

良質かつ適切な歯科医療を効率的に提供する体制確保を図るため、（一社）大阪府歯科医師会に対し、障がい者等の受入れを行う歯科診療所の整備に係る経費の一部に対し補助を行った。


10　口腔機能管理体制確保事業（地域医療介護総合確保基金事業）
　　　　　　　　　　　　　予　算　額　　５８，６７８千円
決　算　額　　５８，１４０千円

脳卒中患者における、医科歯科医療連携を推進させるため、病院への地域医科歯科連携推進員（歯科医師・歯科衛生士）の派遣、医師や病院スタッフ向け研修会の実施を（一社）大阪府歯科医師会に委託し実施した。


11　在宅医療ＮＳＴ連携歯科チーム育成事業（地域医療介護総合確保基金事業）
予　算　額　　３，４７３千円
決　算　額　　３，４７３千円
高次歯科医療機関や在宅NST等との連携を行いながら、医療圏完結型の経口摂取支援体制を支える歯科医療人材を育成するため、（一社）大阪府歯科医師会に対し、研修実施に係る経費の一部に対し補助を行った。


12　新しい生活様式に対応した口腔保健指導推進事業（地域医療介護総合確保基金事業）
予　算　額　　６，０５８千円
決　算　額　　６，０５８千円

高齢者の低栄養予防、誤嚥性肺炎の予防、フレイル（身体機能の虚弱）予防及び身体機能の維持・向上を図るため、（一社）大阪府歯科医師会に対し、高齢者施設（デイサービス施設等）職員等のための研修実施に係る経費の一部に対し補助を行った。


13　歯科衛生士法・歯科技工士法に係る事務
予　算　額　　４２５千円
決　算　額　　３０１千円

歯科衛生士法・歯科技工士法に基づき、養成所の指定・監督及び従事者届に係る業務を行った。


14　歯科疾患実態調査
　　　　　　　　　　　予　算　額　　１，０２６千円
　　決　算　額　　    ４７１千円

今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基礎資料を得るため、府民の歯科保健状況の実態調査を行った。


15　国民健康・栄養調査
予　算　額　　７，０８３千円
決　算　額　　２，８７５千円

健康づくり及び栄養指導の根拠となる府民の健康・栄養状況を把握するために、調査を実施した。

(1)　調査期間　　令和６年１０月１日～１１月３０日

(2)　調査対象
　①　調査地区数　５地区　　②　調査世帯数　１１０世帯　　③調査人員　１９７人

(3)　調査項目
　①　身体状況に関する事項（１歳以上全員）
　②　栄養摂取状況に関する事項 （１歳以上全員）
③　生活習慣に関する事項（２０歳以上全員)

　　○根拠法令　健康増進法第１０条～第１６条、第６８条


16　食生活改善地域推進事業　
　　　予　算　額　　２７９千円
決　算　額　　　９９千円

食育の府民運動の重要な担い手である食生活改善推進員の質の高い活動を維持、発展させるため、食生活改善推進員の育成支援を行った。

食生活改善推進員リーダー研修会参加者数　　６９人


17　食育推進事業
予　算　額　　２，２０２千円
決　算　額　　　　８７２千円

(1) 地域の特性を踏まえた食育推進事業
関係機関とのネットワークを活用し、若い世代への食育を進める上での地域の優先的な課題の把握、地域の特性を踏まえた取組みを推進する仕組みづくりを行い、府民の食生活の改善を図った。

連携機関　　市町村　２５市町村
　　　　　　　　　　　大学　　２５校
　　　　　　　　　　　高校　　　８校

 (2) 健康的な食環境整備事業
給食施設の巡回指導等を活用し、学生食堂・従業員食堂等でのV.O.S.メニューの提供促進や朝食摂取等の若い世代の食生活の課題に応じた取組みを推進するとともに、外食・中食でのV.O.S.メニューの提供拡大を推進した。また、令和３年２月からはプレV.O.S.ロゴマークの使用承認を行っている。

V.O.S.メニューロゴマーク使用承認数　１，０６７件　（うち令和６年度新規１６４件）
プレV.O.S.使用承認数　　　　　　　　１，７９７件　（うち令和６年度新規４６２件）


18　栄養士法等関係事業
予　算　額　　７，４１６千円
決　算　額　　４，１５７千円

(1) 給食施設に対する指導
①　給食施設に対する栄養指導
　  給食施設に対し個別に巡回指導を行うとともに、集団指導を実施し、給食内容の向上に努めた。
個別指導　　　　　　　　　　　　　　１，３７０施設
　　　　　集団指導　　　　　　１６回　　　　　　　６１５施設

②　特定(集団)給食研究会の育成
給食施設が相互に研究活動を行い、自主的に給食内容の改善と向上を図ることができるよう、保健所において組織の育成を行った。
　　　　　開催回数　　　　　　　　　　９９回
　　　　　参加施設数　　　　　１，５８９施設

③　給食施設数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年３月末現在）

	
	
 　区　　　　　分

	特　定　給　食　施　設

	その他の給食施設

	
 　合　計

	

	
	
	

	

	

	

	
	

	
	
	 施　設　数

	 　小　計

	 施　設　数

	 　小　計

	
	

	
	管理栄養士あるいは
栄養士のいるもの
	８４４
	１，２３２
	２６４
	４７４
	１，７０６
	

	
	栄養士のいないもの
	３８８
	
	２１０
	
	
	



　　　　　大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、寝屋川市を除く
○根拠法令　健康増進法第１８条～第２４条

④　管理栄養士必置特定給食施設指定数　　　　　　　　　　　　　　（令和７年３月末現在）

	
	学校
	病院
	社会福祉施設
	事業所
	自衛隊
	一般給食ｾﾝﾀｰ
	その他
	合計
	

	厚生労働大臣の
指定基準該当施設数
	４
	３９
	１
	１５
	１
	１２
	   ０
	７２
	


　　　　　大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、寝屋川市を除く
○根拠法令　健康増進法第２１条第１項

(2) 特別用途食品関係及び食品表示（栄養関係）等指導
　①　食品表示（栄養関係）等に係る指導
個別指導　　　　４件
集団指導　　　　０件
○根拠法令　健康増進法第６１条～第６８条
　
②　健康食品関係施設への合同監視
　　      監視施設数　　  ３１施設
　　　    監視品目数　　４７９品目

(3) 栄養士関係事務
① 栄養士免許　　（令和７年３月末現在）

	
	大阪府交付栄養士免許所持数
	 


	
	８２，７８３人（＋１，１６９人）
	




免許及び訂正等交付数（令和７年３月末現在）

	
	免　　　　　許
	訂　正　交　付
	再　　交　　付
	訂　正　再　交　付
	

	
	１，１６９
	４００
	４９
	４３
	





② 大阪府経由の管理栄養士登録数（令和７年３月末現在）

	
	管理栄養士数
	 　　　　　　　　資　　　　　　　　格

	







 　　


	
	
	

	

	

	

	
	
	 　　試験合格
	附則特例
	養成施設卒業者
	

	
	２１，０６８人
 (＋６７２人)
	１９，４６１人
（＋６７２人）
	２９６人
	１，３１１人
	

	
	
	
	
	
	


○根拠法令　栄養士法第２条～第５条の５

③ 行政栄養士の研修
年間研修計画にもとづき、保健所等の行政栄養士に対して最新の栄養学等に関する知識の習得及び栄養指導技術の向上に努めるとともに、健康づくり全般にわたるコーディネーターとしての資質向上を図るため研修を行った。

　　　　　　回数　　　　　　　２回
　　　　　　延受講者数　　　５４人


④ 公衆栄養臨地実習生に対する指導
栄養士法に基づく「管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士養成施設における校外学習要領」において、「公衆栄養学」にかかる臨地実習が義務付けられていることから、保健所設置市と連携し、大阪府内管理栄養士養成施設学生の指導を行った。

養成施設数　　　　７校
実習者数　　　１５８人


19　万博プレイベントワクワクＥＸＰＯｉｎＯＳＡＫＡ事業
予　算　額　　６２，６６３千円
決　算　額　　６２，６０１千円

　万博前年度に、プレイベントとして、万博のコンセプトである「未来社会の実験場　観光・食・文化」の食に特化したイベントである「ワクワクEXPO with 第19回食育推進全国大会」を開催した。


20　自然に健康になれる持続可能な食環境づくり
予　算　額　　９，２９０千円
決　算　額　　７，３３３千円

　産学官等の連携・協働により、食生活に課題のある若い世代や働く世代をターゲットとして、大学や事業所の食堂でナッジを活用した野菜を無理なく摂取できる効果的な手法を検討し、「大阪モデルスタートガイド」の作成を行った。
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